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平成30年1月19日

御中東京地方裁判所民事部

拓 紀榊 原生ロ原
《一

別紙当事者目録記載のとおり当事者の表示

損害賠償請求事件

訴訟物の価額

貼用印紙額

500万円

3万円

（）

1-



第1 請求の趣旨

1 被告らは，原告に対し，連帯して金500万円及びこれに対する平成2

12月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 訴訟費用は被告らの負担とする。

との判決並びに仮執行宣言を求める。

9年

第2 請求の原因

1 当事者等

（1 ）原告
へ

原告は，被告オリンパス株式会社（以下， 「被告会社」という）に平成2

8年6月1日に入社し，法務本部法務部に所属する組織内弁護士である（甲

1 ） 。

（2）被告会社，被告菊池及び被告松下

被告会社は，デジタルカメラ，医療用内視鏡，顕微鏡等の製造販売を主たる

業とする株式会社である。

被告菊池勉（以下， 「被告菊池」 という）は， 原告の入社時から現在まで

被告会社の法務本部法務部長で， 法務部を統括する権限を有し， 被告会社法

務部員として下記第2 ． 2で述べるOSZ案件を担当し， また原告の直属の

上司である。

被告松下あゆむ（以下， 「被告松下」という）は，原告の入社時から現在

まで被告会社の人事本部人事部長で，人事部を統括する権限を有する。

（3）訴外

訴外 （以下， 「訴外 」 という）は，平成13年6月1日に被

告会社に入社し， 平成19年11月に被告会社のグループ会社のOlymp

us China Co. , Ltd. (以下, ｢OCN」 という）法務部

長に，平成23年4月に兼務で被告会社のグループ会社の○lympus
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Corporat ion of As i a Pac i f i c Limi te

d (以下, ｢OCAP」 という）のCorporate Governan

ce Divi s ion (以下, ｢OCAP CGD」という）マネージャ

ーに，平成25年6月に兼務で被告会社法務部長付の職位についた者である。

○CAPは，被告会社のアジア地域統括子会社であり，その子会社にOCN

があり， さらにOCNの子会社に下記第2 ･ 2で述べるOSZがある。

OCAP CGDは, OCAP及び同社の子会社に関する法務， コンブラ

イアンス業務等を所管する部署で， またOCN法務部は○CN及び同社の子

会社に関する法務， コンブライアンス業務等を所管する部署である。

上記に基づき，訴外 は, OCAP CGDマネージャー兼OCN法務

部長として，下記第2 ． 2で述べるOSZ案件を担当していた。

なお, OCN法務部は，平成29年4月に, OCNグループ会社の組織再

編により， その機能をOCNの子会社のOlympus Be i j ing

Sa les & Servi ce Co. , Ltd. (以下, ｢OCSM

」という） に移管し， 訴外 は， これに基づきOCSM法務部長の職位に

ついた。

2 0SZ案件

。■

へ （1 ）概要

○CNの子会社で， 中華人民共和国深セン市に所在する○lympus S

henzhen lndus t r i a l Ltd． （以下, ｢OSZ」 とい

う）は，平成18年に同国北京税関総署の実施した監査の過程で発覚したい

わゆるマイナス理論在庫問題による制裁リスクへの対応のため， 同署より担

当を引き継いだ深セン税関当局と交渉するにあたり，平成25年12月頃に，

同国のコンサルティング会社の安平泰投資発展有限公司（以下， 「安平泰」

という） との間でコンサルティング契約及びこれに関連したOSZ保有の寮

の讓渡契約を締結した。

句
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訴外 を含む○CAPの複数の関係者は, OSZによる安平泰の起用につ

いて， 同社が深セン税関当局へ贈賄資金を流通させるためのダミー会社であ

り，米国連邦海外腐敗行為防止法(Fore ign Corrupt Pr

ac t i ces Act) ,英国賄賂防止法(Br ibery Act 2

010） ， 中華人民共和国贈収賄関係法令， 日本国不正競争防止法等の贈収

賄法令違反のリスクを指摘して財務稟議において反対したものの，被告会社

の決定に基づき，安平泰が起用された。

深セン税関当局との紛争は解決したものの, OSZは， 上記コンサルティ

ング契約及び寮の讓渡契約に基づき，安平泰より寮の引渡しないし填補賠償

請求訴訟を受けている（以下，本項記載の事実関係をまとめて「OSZ案件

」 という） 。

なお，訴外織 は， 平成27年7月2日に, OSZ案件について，米国司法

省の要請により，証人としてインタビューを受けたことがある。

(2) S調査委員会報告書

被告会社は，平成27年頃に, OSZ案件について，訴外 田を含むOCA

P関係者から贈収賄法令違反リスクの指摘を受け，社内調査を実施した。

被告会社は， 上記の社内調査にてシャーマンアンドスターリング外国法事務

弁護士事務所及び西村あさひ法律事務所を起用し， 両事務所が作成した平成

27年10月29日付け「最終報告書」 と題する報告書（以下， 「S調査委

員会報告書」 という。甲2）の結論を踏まえ，平成28年6月27日付け「

当社及び当社子会社に関する一部報道について」 と題する適時開示を実施し，

贈収賄法令違反の行為は認められないと結論付けた（甲3） 。

なお, S調査委員会報告書は，報道機関の一部報道により，公開情報となっ

ている（甲4） 。

(3)OCAP CGD, OCN法務部及び訴外織 の活動

○CAP CGD及びOCN法務部は，訴外織 指揮の下, OSZ案件に

型■
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ついて贈収賄法令違反リスクを検証するため， 複数の法律事務所に意見を照

会してきた。

その結果, OCAP CGD及び○CN法務部は, S調査委員会報告書作成

より前の平成26年頃に， 2つの米国の法律事務所(Squi re Pat

ton Boggs LLP及びBaker Mckenz ie)から意見

書を取得し， さらにS調査委員会報告書作成後の平成29年頃に， 3つの米

国の法律事務所(De l o i t te, Cravath, Swa ine &

Moore LLP及びHughes Hubbard & Reed L

LP)から意見書を取得した。

OCAP CGD及びOCN法務部が取得した上記の5つの意見善は， いず

れも高い贈収賄法令違反リスクを指摘するものであり，特に平成29年頃に

取得した3つの意見書は， いずれもS調査委員会報告書の問題点を指摘し，

被告会社から独立した調査主体による徹底した再調査を提言するものであっ

た。

訴外 は， 上記の意見書の提言を踏まえ, OSZ案件について， 中立かつ

公正な第三者委員会による再調査をするよう，被告会社の複数の関係者に説

得してきた。

直近では，訴外 田は，平成29年11月21日に実施された被告会社の社

外取締役に対する○SZ案件の説明会への同席を， 被告菊池と共にOSZ案

件を担当している被告会社の法務部員に要請した（甲5） 。

3本件配転命令

被告菊池及び被告松下は， 上記第2 ． 2 ． （3）で述べた訴外 の活動

に時期的に近接した同月30日に， 被告会社の人事本部長と共に訴外 と

面談し，被告松下作成の同日付け「指導書」と題する書面（甲6）を示し，

同氏に対し，平成30年1月1日付けでOCAP CGDマネージャー、 ○

CSM法務部長及び被告会社法務部長付の職を解き，被告会社の新設部署の

一
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ガバメントアフェアーズ統括室への異動を告知した（以下， 「本件配転命令

」という） 。

上記の指導書（甲6） に記載の指導内容は， 訴外 田の指揮の下にOCN

法務部が上記第2 ． 2 ． （3）で述べたDeloit teの意見書を取得し

た手続にかかるものであった。

本件配転命令は，平成29年12月頃， 被告会社内で公示され（甲7） ，

下記第2 ． 4で述べる原告の抗議を受けても， 今日に至るまで撤回されてい

ない（甲8） 。

4 原告のS調査委員会報告書に対する意見及び本件配転命令に対する抗議

原告は，訴外 より，本件配転命令及びこれに関連する事実関係（甲5

及び甲6） を聴取し，本件配転命令がOSZ案件に関する同氏の活動に対す

る報復人事であり，被告会社の公益通報者保護法第5条違反及びパワーハラ

スメントによる職場環境配盧義務違反のおそれが高いと判断した。

原告は， 上記第2 ． 3で述べた本件配転命令の告知後の同月6日に，弁護

士職務基本規程第51条（違法行為に対する措置）に基づき，被告会社の社

外取締役らに対してメールにて通報し， 本件配転命令に対する抗議並びにS

調査委員会報告書の問題点及びOSZ案件について再調査を求める意見を述

べた（甲9及び甲10) 。

原告は， 同月11日に，被告会社のコンブライアンス部及び被告松下含む人

事部に上記の社外取締役宛メールを転送し，通報及び抗議をした（甲1 1及

び甲1 2） 。

原告は， 同月19日に， 被告会社の人事部， コンプライアンス部、 法務部

及び○CAP関係者に対し， 同月20日には被告会社の内部統制統括部, C

SR本部，総務部， 財務本部及び広報IR部に対し，本件配転命令に対する

抗議の声明としてメールを送信した（甲1 3及び甲1 4） 。

原告は， 上記のメール（甲1 3及び甲1 4）において，原告の社外取締役

一

一
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らに対する通報メール（甲9） ， 原告作成の通知書（甲1 0） ，被告会社の

コンブライアンス部及び人事部に対する通報及び抗議のメール（甲1 1及び

甲1 2）並びに原告と被告会社のチーフコンプライアンスオフィサー及び外

部弁護士(Morgan, Lewi s & Bockius) と間のS調

査委員会報告書に関する意見交換のメール（甲1 5の1及び2） を添付し，

関係部署に対し，抗議の概要を摘示した。

原告は， 上記の意見交換のメールにおいて，原告の通知書（甲10）で指

法律意見を述べず事実①摘したS調査委員会報告書の問題点の要約として，

調査に留まる点，②事実調査としても贈収賄法令違反の評価に重要な事実 （へ

上記第2 ． 2 ． （3）で述べたSqu i re Pat ton Boggs

LLP及びBaker Mckenz i eの意見書の存在など） を欠いてい

る点，及び③重要な事実を挙げていても， その評価を歪めている点 を述べた

（甲1 5の1及び2） 。

被告会社コンプライアンス部は， 同月28日に， 原告の通報に対して同日付

け「回答書」 と題する書面にて，原告が通知書にて指摘したs調査委員会報

告書の問題点及び本件配転命令への抗議に対し， いずれも問題ないと回答し

原告が被告会社チーフコンプライアンスオフィサーュにたものの（甲1 6） ，
r可

(甲1 5の1及び2）を対して求めたS調査委員会報告書にかかる法的分析

一切示していない。

5 本件措置

上記第2 ． 4で述べた原告の抗議活動に対し，被告菊池及び被告松下は， 同

月20日に， 原告と面談し， 被告菊池作成の同日付け「メール利用停止につ

いて」 と題する書面（甲1 7） を示し， 原告の被告会社メールサーバに対す

るアクセス権を停止すると告知した。

なお，被告菊池の上記の告知にも関わらず，被告会社は， 原告の被告会社メ

ールサーバに対するアクセス権の停止のみならず，被告会社での日常業務一
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般に利用するIBM Lotus Notesサーバに対する一切のアクセ

ス権を削除した（以下， 「本件措置」 という） 。

被告菊池及び被告松下は，被告会社IT本部より，本件措置の内容の説明

を受けたにも関わらず， これを要請し，原告に対して告知しなかった（甲2

0） 。

原告は， 同月25日に，被告会社に対し，本件配転命令及び本件措置に抗議

する通知をしたところ（甲1 8の1及び2） ， 被告会社は，被告菊池作成の

同月28日付け「回答書」と題する書面にて回答し （甲1 9） ， 今日まで本

件配転命令及び本件措置を撤回していない。

原告は，本件措置が被告菊池及び被告松下の説明と異なり広範な範囲に及ぶ

ものであることを事後的に知り，平成30年1月9日に， 被告会社に対して

己■

これを通知した（甲20の1及び2） 。

6 被告会社の責任

（ 1 ）被告会社の公益通報者保護法違反

公益通報者保護法第5条1項は， 「事業者は，その使用し， 又は使用してい

た公益通報者が第三条各号に定める公益通報をしたことを理由として， 当該

公益通報者に対して， 降格， 減給その他不利益な取扱いをしてはならない。

」と定める。

同法第2条1項柱書は，公益通報の定義について， 「労働者・ ・ ・が， 不正

の利益を得る目的，他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく，そ

の労務提供先・ ・ ・について通報対象事実が生じ， 又はまさに生じようとし

ている旨を， 当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者

須込

に通報することをいう」 と定める。(以下「労務提供先等」 という。 ）

上記のとおり，原告は，被告会社の贈収賄法令違反リスク （これには，公益

通報者保護法別表第八号の法律を定める政令第319号に定める不正競争防

止法も含まれる）及び訴外 に対する本件配転命令の公益通報者保護法違

‐8－



反のおそれを， 労務提供先である被告会社の社外取締役及び被告会社の関係

部署に通報しており （甲9及び甲1 1ないし甲1 4） ，原告のメール送信は，

同法に定める「公益通報」に該当する。

よって，本件措置は， 原告の公益通報に対する不利益取扱いであり， 同法第

5条1項に違反する。

（2）被告会社の職場環境配盧義務違反，不法行為及び使用者責任

労働契約法第5条は， 「使用者は，労働契約に伴い，労働者がその生命， 身

体等の安全を確保しつつ労働することができるよう，必要な配盧をするもの

とする」とし，使用者の労働者に対する職場環境配盧義務を定める。

使用者の職場環境配慮義務には，職場の上司がその職制上の地位や権限を濫

用した部下に対する嫌がらせ行為（パワーハラスメント） を未然に防ぐ義務

や，公益通報者保護法遵守のための実効性のある内部通報制度を整備・運用

する義務が含まれる （平成28年12月9日付け消費者庁「公益通報者保護

法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライ

ン」 （以下， 「本ガイドライン」 という） ） 。

実効性のある内部通報制度の整備・運用には，通報者に対する解雇その他不

利益な取扱いの禁止があり， これには事実上の嫌がらせ等も含まれる （本ガ

イドライン10頁） 。

被告菊池及び被告松下による本件措置は，原告の公益通報者保護法上保護さ

れる通報に対し， メールサーバのみならず被告会社における日常業務一般に

必要不可欠なIBM Lotus Notesサーバに対する一切のアクセ

ス権を削除するという事実上の嫌がらせであり， またパワーハラスメントに

も該当することから，被告会社の労働契約上の職場環境配盧義務違反は明ら

かであり， 民法第415条に基づく責任が成立する。

また，原告は，被告会社の代表取締役に対し，本件措置の撤回を要求したに

も関わらず（甲1 8の1及び2） ， 被告会社は， 被告菊池名義の回答でこれ

■■
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を拒否した以上（甲1 9） ，，被告会社について同法第709条に基づく責任

が成立することも明らかである。

さらに，後述のとおり，被告菊池及び被告松下による本件措置について，原

告に対する不法行為が成立し， これが被告菊池及び被告松下の職務を執行す

るにつき行なわれたものであるから，被告会社について同法第715条に基

づく責任が成立する。

7 被告菊池及び被告松下の責任

上記第2 ． 1 ． （2）のとおり，被告菊池は，原告の直属の上司であり，原

告に対し、本件措置を書面にて告知した（甲1 7） 。

また，被告松下は，被告会社の人事本部人事部長であり，被告菊池と共に，

本件措置を被告会社IT本部に要請した（甲20の1及び2) 。

本件措置は， 被告菊池及び被告松下による訴外 にかかる本件配転命令へ

の原告の抗議に対して実施されたもので，原告の抗議活動を妨害するという

不当な動機に基づきなされたものである。

原告は，本件措置により，被告会社における日常業務一般に必要不可欠なI

ダ巳

BM Lotus Notesサーバに対する一切のアクセス権を削除され，

本件配転命令及び本件措置に対する抗議のみならず， 日常業務一般を行なえ

ない状態にあり，その不利益の程度は甚大である（甲20の1及び2） 。

以上より，被告菊池及び被告松下による本件措置は，原告の抗議活動を妨害

するという不当な動機に基づくものであり， また原告の被る不利益の程度も

甚大であることから， 原告に対するパワーハラスメントに該当することは明

らかであり，両氏について，民法第709条に基づく責任が成立する。

8被告ら相互の責任関係

被告会社，被告菊池及び被告松下の間には，原告の抗議活動を妨害する目的

で本件措置を実施し， 相互に利用補充関係が認められるから，主観的関連共

同及び客観的関連共同があり， 民法第719条に基づき連帯して責任を負う。

■■
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9 原告の損害

原告が被告らによる本件措置によって被った精神的損害は， 500万円を下

らない。

第3 まとめ

よって，原告は，被告会社に対して民法第415条， 709条， 715条及び7

19条に基づき， 被告菊池に対して同法第709条及び719条に基づき，被告松

下に対して同法第709条及び719条に基づき，連帯して金500万円及び不法

行為の日である平成29年12月20日から支払い済みまで同法所定の年5分の割餌込

合による遅延損害金の支払いを求める。

ここ
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〒163－0914 東京都新宿区西新宿2丁目3番l新宿モノリス

オリンパス株式会社（送達場所）

電話 03-6901－3962

FAX O3-3340-2389

原 告 榊 原 拓 紀

口■

（登記事項証明書上の本店所在地）

〒192-8507 東京都八王子市石川町2951番地

（実際上の本店所在地）

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2丁目3番1新宿モノリス

オリンパス株式会社
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生ロ原
被
被
被

榊原拓紀
オリンパス株式会社
菊池 勉
松下あゆむ

生
ロ
生
ロ
生
ロ

証拠説明 聿冒

平成3()年1月19日

東京地方裁判所民事部御中

拓 紀柳 原土ロ原
へ

作成
年月日

標 目
(原本・写しの別）

備考立証趣旨作成者号証

原告が、 被告会社に
所願する組織|ﾉ1弁護
士である事実

原本原本 平成
30.1. 19

ホームページ出
ﾉ]物（ 「弁護t
検索｣のページ）

甲1

被告会社が､OSZ案件
について社内調査を
実施した結鴨． 贈収
賄法令違反の行為は
認めらｵ1ないと結論
づけた事実

外国法事務弁護士
池田衲久
弁護士 ｛く日田総
弁護士渋谷卓司

平成
27.10.29

「雌終服皆書」
と題する書而

写し甲2

被告会社が､OSZ案件
についてS調査委員
会報告書の結論を踏
まえ、適時開示にて
贈収賄法令違反の行
為は認めらｵ1ないと
発表した事実

被告会社ホームページ出原本|平成30．
力物（ 「当社及 l.19
び当社子会社に
関する一部報道
について」と題
するページ）

甲3

へ

S調査委員会報告書
が、報道機関の一部
報道によって公開情
報となっている事実

ファクタ出版株式
会社

平成
30.1．19

原本ホームページ出
力物( ｢FACTA
ONLINE」のペ
ージ）

甲4
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原本 訴外 田 訴外 が，平成
29.11.21に実施され
たOSZ案件にかかる
被告会社の社外取締
役に対する説明会へ
の同席を被告会社の
OSZ案件担当の法務
部員に求めた事実

甲5 電子メール出力
物(平成29.11.17
～平成29.1l.20)

平成
29.11.20

被告会社， 被告菊池
及び被告松下が，訴
外 の指揮の下に
OCN法務部がDeloitte
より意見書を取得し
た手続に関して，指
導した事実

被告松下「指導書」 と題
する書面

平成
29.11．30

写し甲6

一

被告会社が，訴外
にかかる本件配転

命令を社内に内示し
た事実

原本 訴外 ほか平成
29.12.5

電子メール出力
物（平成29.12.4
～平成29.12.5)

甲7

被告会社が，訴外
にかかる本件配転

命令を撤回していな
い事実

被告松下「2018年1月1
日付け異動につ
いて」 と題する
書面

平成
29．12．25

写し甲8

原告が，被告会社の
社外取締役に対し，
訴外 にかかる本
件配転命令への抗議
及びS調査委員会報
告書の問題点に関す
る意見を述べた事実

原告原本 平成
29.12.6

電子メール出力
物(平成29.12.6)

甲9

＝

原告が, S調査委員会
報告書の問題点を指
摘し,OSZ案件につい
て再調査を求める意
見を述べた事実

原告「通知書」 と題
する書面

原本 平成
29.12.6

甲10

う
全
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原告が，被告会社の
コンブライアンス部
に対し，訴外 に
関する本件配転命令
への抗議の通報をし
た事実

原告，被告松下ほ
か

原本 平成
29.12.13

甲11 電子メール出力
物(平成29.12. 1l
～平成29.12.13)

原告が，被告松下含
む被告会社の人事部
に対し，訴外 に
関する本件配転命令
への抗議をした事実

原告及び被告松下原本 平成
29.12.12

電子メール出力
物（平成29.12.6
～平成29.12.12)

甲12

原告が,OSZ案件に関
係する被告会社の人
事部， コンブライア
ンス部，法務部及び
OCAP関係者に対し，
訴外 に関する本
件配転命令への抗議
の声明を告知した事
実

原告原本 平成
29.12.19

電子メール出力
物（平成
29.12.19)

甲13

一

原告が,OSZ案件に関
係する被告会社の内
部統制統括部, CSR
本部，総務部，財務
本部及び広報IR部に
対し，訴外 に関
する本件配転命令へ
の抗議の声明を告知
した事実

原告電子メール出力原本
物（平成
29.12.20)

平成
29.12.20

甲14

一

原告が， 被告会社の
チーフコンプライア
ンスオフィサー及び
Morgall,Lewis&
Bockiusの米国弁護士
との間で,OSZ案件に
かかるS調査委員会
報告書の問題点につ
いて意見交換した事
実

原告ほか甲15のl電子メール出力原本
物(平成29.12.12
～平成29.12.15)
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反訳書 平成
30.1.19

原告 同上甲15の2 写し

被告会社コンブライ
アンス本部が，原告
の指摘したS調査委
員会報告書の問題点
及び本件配転命令へ
の通報に対し， いず
れも問題ないと回答
した事実

被告会社コンプラ
イアンス部

「回答書」 と題
する書面

平成原本甲16
29．12．28

到巳 被告菊池及び被告松
下が,OSZ案件に関す
る原告の抗議のメー
ル送信に対し，原告
の被告会社メールサ
ーバに対するアクセ
ス権を停止すると告
知した事実

被告菊池「メール利用停
止について」と
題する書面

原本 平成
29.12．20

甲17

原告が被告会社に対
し，訴外 に関す
る本件配転命令及び
原告に関する本件措
置に対して抗議し，
撤回を求めた事実

平成
29.12.25

原告原本通知書（内容証
明郵便）

甲18の1

へ
甲17号証のlの文書
が被告会社に対して
配達された事実

日本郵便株式会社
新宿郵便局

原本 平成
29.12.26

配達証明書甲18の2

被告会社が，本件措
置について「メール
利用を停止」とのみ
説明している事実及
び訴外 に関する
本件配転命令及び原
告に対する本件措置
を撤回しないと告知

被告菊池平成原本回答書（内容証
明郵便）

甲19
29．12．28
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した事実した事実

本件措置は， 原告の
被告会社LotusNoteS
サーバに対する一切
のアクセス権を削除
するものであった事
実並びに被告菊池及
び被告松下が本件措
置の内容を認識しつ
つ被告会社IT本部に
要請した事実

本件措置は， 原告の
被告会社LotusNoteS
サーバに対する一切
のアクセス権を削除
するものであった事
実並びに被告菊池及
び被告松下が本件措
置の内容を認識しつ
つ被告会社IT本部に
要請した事実
甲20号証のlの文書
が被告会社に対して
配達された事実

甲20号証のlの文書
が被告会社に対して
配達された事実

甲"の! '鯨)(内容証|原本|瀞, |原害原本 原告甲20の1 通知書（内容証
明郵便）

平成
30.1.9

し
へ

甲"の21配達…｜原本|瀞!｡ |;鰯鷆式会社日本郵便株式会社
新宿郵便局

原本配達証明書 平成
30.1.10

甲20の2
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